
◆全体的な取り組み内容

センター名

( 基幹型)
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三田市
地域包括

支援センター

フラワー
地域包括

支援センター

ウッディ
地域包括

支援センター

藍
地域包括

支援センター

三輪北・
小野・高平

地域包括
支援センター

広野・本庄
地域包括

支援センター

令和8年度各支援センターの主な取り組み（事業計画）

地域に暮らす全ての高齢者が自立した日常生活を送り、そのために様々な活動を選択することができ
るよう、地域包括支援センターを中心に地域住民や医療・介護の専門職を含めた多様な主体と連携し
ながら支援体制の構築を推進する。

主な取り組み

●後方支援・機能強化【重点目標Ⅱ-１地域包括ケアを充実します】
・各地域包括支援センターの後方支援機関として、センター間の連絡調整等情報や課題の総合支
援、関係機関とのネットワーク構築に取り組みます
・制度改正に伴う介護予防・日常生活総合事業の方向性について、地域福祉支援員など関係機関
と協議を行い、本人の力や住民相互の力を引き出す地域づくりについて継続した検討を行う。

●介護予防活動の支援及び人材育成【重点目標Ⅰ-3介護予防を充実します】
いきいき百歳体操グループへ体力測定や講話などを実施し、参加者の意欲、健康意識の向上を図
る。また、地域のサロンなどに参加し、地域住民が社会参加できる機会を増やせるよう支援を行
う。
●認知症に関する知識や理解への周知啓発【重点目標Ⅱ-4認知症高齢者への支援を充実します】
グループホームと協働した啓発展示の実施や定期的に発行している広報紙(ほうかつだより)にお
いて、認知症の周知を行う。また、地域の活動への参加を通じて周知啓発活動を行い、認知症へ
の理解を進める。

●地域におけるネットワーク構築【重点目標Ⅱ-１地域包括ケアを充実します】
関係機関・団体（病院、事業所、行政、店舗等）と連携を進め既存の機関等を活かしたネット
ワークを強化し、地域包括ケアシステムの推進を図る。
●認知症に関する相談・対応【重点目標Ⅱ-4認知症高齢者への支援を充実します】
認知症の相談について、医療など必要な支援を行うため認知症初期集中支援事業を活用し、当事
者とその家族が住み慣れた地域で暮らしていけるように適切な支援を行う。

●介護予防の普及啓発【重点目標Ⅰ-3介護予防を充実します】
いきいき百歳体操や地域でのサロンを行っている各グループへ、フレイル予防教室の利用案内や
健康講話を実施するなど、健康寿命向上の意識づけとなるよう介護予防の普及啓発を行う。
●認知症の人やその家族を支える体制構築【重点目標Ⅱ-4認知症高齢者への支援を充実します】
当事者の居場所づくり・家族支援・地域への啓発を目的とし、認知症カフェの運営・支援に取り
組む。また、認知症当事者の社会参加・意思決定支援・仲間づくりを目的としたプログラムの実
施し、認知症当事者や家族への支援体制を推進していく。

●地域におけるネットワーク構築【重点目標Ⅱ-１地域包括ケアを充実します】
高齢者虐待について、ケアマネジャーやサービス事業所などの専門職や民生委員などの地域活動
者への研修を行い、関係機関が連携して対応できるような支援体制を推進する。
●地域における介護支援員との連携体制構築【重点目標Ⅰ-3介護予防を充実します】
複合的な問題に対応するため、ケアマネジャーや障害相談機関、困窮相談機関、自助グループな
ど多岐にわたる関係機関とともに情報共有を図れるようネットワーク構築を図る。

●地域におけるネットワーク構築【重点目標Ⅱ-１地域包括ケアを充実します】
介護者のつどいの運営において、地域福祉支援員など関係機関と連携し、地域活動者が主体と
なって持続的に活動できる体制を支援していく。
●認知症の人やその家族を支える体制構築【重点目標Ⅱ-4認知症高齢者への支援を充実します】
介護者のつどいの活動を認知症の当事者が社会とのつながりを実感でき、家族の介護負担軽減に
つながる場づくりを行う。認知症に関する相談について、地域で支援が必要な方へ届くような広
報を行う。

●地域におけるネットワーク構築【重点目標Ⅱ-１地域包括ケアを充実します】
対象地域が広いため、出張による相談を継続実施し、地域活動者、各種団体等関係者と連携し、
地域ニーズや社会資源等の情報共有や、地域活動の活性化を図り、ネットワークの構築を図る。
●介護予防活動の支援及び人材育成【重点目標Ⅰ-3介護予防を充実します】
いきいき百歳体操グループへのモニタリングを通して、スタッフや利用者との情報共有を図り、
活動の継続支援を行う。
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